
大津市生活道路拡幅整備推進条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大津市生活道路拡幅整備推進条例（平成２２年条例第５２号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （隅切り用地） 

第２条 条例第２条第５号の隅切り用地は、同号に規定する角敷地のうち、双方の道路と当該角

敷地との境界線（当該道路が生活道路である場合にあっては、当該角敷地における拡幅用地と

拡幅用地以外の部分との境界線とする。）の交点を頂点とし、当該境界線のそれぞれの一部を２

辺とする三角形の部分の土地等で、市長が別に定める範囲のものとする。 

 （拡幅用地等） 

第３条 条例第２条第６号の規則で定める用地は、拡幅用地又は隅切り用地と接する生活道路そ

の他の一般交通の用に供する道路の構造上、拡幅用地又は隅切り用地と併せて道路形態に整備

する必要があると市長が認めた用地とする。 

（拡幅協議の手続等） 

第４条 条例第６条第１項に規定する協議を行おうとする建築主は、生活道路拡幅協議書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添付して、同項各号のいずれかに該当する行為をしようとする

日の３０日前までに市長に提出しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 配置計画図 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第６条第２項に規定する協議を行おうとする所有者等は、生活道路拡幅協議書（様式第

１号）に、前項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、協議の

内容により市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。 

３ 市長は、前２項の規定により建築主等から生活道路拡幅協議書が提出されたときは、次に掲

げる事項について当該建築主等と協議するものとする。この場合において、市長は、生活道路

の道路中心線を確認したときは、当該道路中心線上に道路中心びょうを設置するものとする。 

(1) 拡幅用地等の位置に関する事項 

(2) 拡幅用地等の権原に関する事項 

(3) 拡幅用地等の利用方法、形態等に関する事項 

(4) 拡幅用地等の工事に関する事項 



(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （拡幅協議済通知書の交付） 

第５条 市長は、拡幅協議が終了したときは、建築主等に対し、所定の様式による拡幅協議済通

知書を交付するものとする。 

 （拡幅協議の変更協議） 

第６条 建築主等は、拡幅協議が終了した後において、その内容を変更しようとするときは、生

活道路変更拡幅協議書（様式第２号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 変更理由書 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により建築主等から生活道路変更拡幅協議書が提出されたときは、第４

条第３項各号に掲げる事項のうち必要な事項について当該建築主等と協議し、当該変更の承認

又は不承認を決定した上、その旨を所定の様式による拡幅協議変更承認（不承認）通知書によ

り当該建築主等に通知するものとする。 

 （拡幅協議済通知書の提示） 

第７条 建築主は、条例第６条第１項第１号又は第３号に該当する行為を行うときは法第４条第

１項に規定する建築主事に、条例第６条第１項第２号の行為を行うときは法第７７条の２１第

１項の指定確認検査機関に、それぞれ第５条に規定する拡幅協議済通知書（前条の規定により

拡幅協議の変更協議をしたときは、同条第２項に規定する拡幅協議変更承認通知書を含む。）

を提示しなければならない。 

 （拡幅用地等の寄附） 

第８条 拡幅用地等の土地所有者は、当該拡幅用地等を市に寄附をしようとするときは、寄附申

出書（様式第３号）を市長に提出するものとする。この場合において、当該土地所有者は、あ

らかじめ、抵当権、賃借権その他の当該拡幅用地等に係る権利を有する者から当該権利を消滅

させることについて承諾を得ておかなければならない。 

２ 前項の寄附申出書には、登記承諾書、登記原因証明情報、印鑑登録証明書その他市長が必要

と認める書類を添付しなければならない。 

 （拡幅用地等の無償使用） 

第９条 市長は、拡幅用地等の土地所有者による寄附の承諾が得られない場合において、生活道

路の管理上必要があると認めるときは、当該土地所有者に対し、無償使用の承諾を求めるもの



とする。 

２ 市長は、前項の土地所有者から当該拡幅用地等の無償使用の承諾が得られたときは、所定の

様式による土地使用貸借契約を当該土地所有者と締結するものとする。 

 （助成金の交付の申請） 

第１０条 条例第８条第１項又は第２項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、生活

道路拡幅整備助成金交付申請書（様式第４号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出し

なければならない。ただし、助成の内容により市長が添付を要しないと認めるものについては、

この限りでない。 

(1) 位置図 

(2) 現況平面図 

(3) 立面図又は横断図 

(4) 支障物件の展開図 

(5) 地下埋設物の配管図 

(6) 現況写真 

(7) 機能保全誓約書（様式第５号。条例第８条第２項に規定する助成金の交付を受けようとす

る者に限る。） 

２ 前項に規定する助成金の交付の申請は、第５条に規定する拡幅協議済通知書の交付の日（第

６条の規定により拡幅協議の変更協議をしたときは、同条第２項に規定する拡幅協議変更承認

通知書の交付の日）から起算して６か月以内（市長が特に必要があると認めたときは、６か月

以上で市長が必要と認めた期間）に行わなければならない。 

（助成金の額等） 

第１１条 条例第８条第１項及び第２項に規定する助成金の額は、別表に定める額を基準として

市長が必要と認める額とし、１建築主等につき２，０００，０００円を限度とする。 

２ 前項の助成金は、条例第８条第１項に規定する助成金にあっては支障物件の除却又は移設が、

同条第２項に規定する助成金にあっては拡幅整備が、それぞれ、市長が前条第１項に規定する

助成金の交付の申請をした者に当該助成金の交付の決定を通知した日から起算して６か月以内

（市長が特に必要があると認めたときは、６か月以上で市長が必要と認めた期間）に完了した

場合に限り交付するものとする。 

 （奨励金の交付の申請） 



第１２条 条例第８条第３項の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、生活道路拡幅整

備奨励金交付申請書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

(1) 位置図 

(2) 公図 

(3) 地積測量図 

(4) 全部事項証明書 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（奨励金の額） 

第１３条 条例第８条第３項に規定する奨励金の１平方メートル当たりの額は、前条に規定する

奨励金の交付の申請があった日の属する年度に適用される条例第２条第５号に規定する双方の

道路の地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第１５条の６の５第１号に規定する

街路ごとの路線価（路線価が定められていない地域にあっては、同条第２号に規定する単位地

積当たりの価格）のうち、いずれか高い額とする。 

（助成金等の交付の時期） 

第１４条 助成金等の交付は、次の各号に掲げる助成金等の区分に従い、当該各号に定める場合

に行うものとする。 

(1) 条例第８条第１項に規定する助成金 建築主等による拡幅用地等に存する支障物件の除

却又は移設が完了したことを市長が認めるとともに、土地所有者が当該拡幅用地等の所有権

移転登記に必要な書類を市長に提出したとき。 

(2) 条例第８条第２項に規定する助成金 建築主等による拡幅整備が完了したことを市長が

認めたとき。 

(3) 条例第８条第３項に規定する奨励金 当該拡幅用地等の土地所有者が、当該拡幅用地等の

所有権移転登記に必要な書類を市長に提出したとき。 

（助成金等の交付手続） 

第１５条 前５条に定めるもののほか、助成金等の交付に関し必要な事項は、大津市補助金等交

付規則（平成１０年規則第３２号）に定めるところによる。 

（適用除外となる区域） 

第１６条 条例第１１条第１項第４号の規則で定める区域は、志賀町の区域の編入の日前の同町

の区域の市街化調整区域における保養所等の建築物が存した敷地等において宅地分譲を目的と



して２，０００平方メートル未満の面積の範囲で都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に規定する許可を受けた開発区域で、市長が認めたものをいう。 

 （適用除外となる者） 

第１７条 条例第１１条第２項の規則で定める者は、独立行政法人、地方独立行政法人その他公

共団体とする。 

 （その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年１月１日から施行す

る。 

  附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第１１条関係） 

１ 条例第８条第１項に規定する助成金 

支 障 
物 件 

工事の
種 別 

内   容 単 位 金   額 

門、塀等 

撤去費 
拡幅用地等に存する門、
塀等を除却する費用 

１メート
ル当たり 

１４，１００円 
（基礎部分を含まない場合に
あっては、３，３００円） 

移設費 

拡幅用地等に存する門、
塀等を当該拡幅用地等と
一体で利用していた敷地
の一部に移設する費用 

１メート
ル当たり 

６，８００円 
（従前に存した門、塀等を再使
用することができず新たに設
置する必要がある場合にあっ
ては２０，０００円とし、新た
に設置するものが基礎部分を
含まない場合にあっては４，５
００円） 



柵 

撤去費 
拡幅用地等に存する柵を
除却する費用 

１メート
ル当たり 

１，９００円 
（基礎部分を含まない場合に
あっては、１，１００円） 

移設費 

拡幅用地等に存する柵を
当該拡幅用地等と一体で
利用していた敷地の一部
に移設する費用 

１メート
ル当たり 

５，３００円 
（従前に存した柵を再使用す
ることができず新たに設置す
る必要がある場合にあっては
９，８００円とし、新たに設置
するものが基礎部分を含まな
い場合にあっては６，８００
円） 

樹木 

撤去費 
拡幅用地等に存する樹木
を除却する費用 

低木１本 
当たり 

８００円 

中木１本 
当たり 

２，０００円 

高木１本 
当たり 

１９，２００円 

移植費 

拡幅用地等に存する樹木
を当該拡幅用地等と一体
で利用していた敷地の一
部に移植する費用 

低木１本 
当たり 

１，１００円 

中木１本 
当たり 

２，５００円 

高木１本 
当たり 

２２，１００円 

擁壁 

撤去費 

拡幅用地等
に存する擁
壁を撤去す
る費用 

高さ 
0.5 メート
ル以上 
1.0 メート
ル未満 

１メート
ル当たり 

７，８００円 

高さ 
1.0 メート
ル以上 
1.5 メート
ル未満 

１メート
ル当たり 

１８，７００円 

高さ 
1.5 メート
ル以上 

１メート
ル当たり 

２５，４００円 

移設費 

拡幅用地等
に存する擁
壁を当該拡
幅用地等と
一体で利用
していた敷
地の一部に
移設する費
用（従前に
存した擁壁
を再使用す
ることがで
きず新たに
設置する場
合を含む。） 

高さ 
0.5 メート
ル以上 
1.0 メート
ル未満 

１メート
ル当たり 

１５，１００円 

高さ 
1.0 メート
ル以上 
1.5 メート
ル未満 

１メート
ル当たり 

３６，４００円 

高さ 
1.5 メート
ル以上 

１メート
ル当たり 

５３，１００円 

下水道管 移設費 
拡幅用地等に存する下水
道管を拡幅整備に支障の
ない位置に移設する費用 

１メート
ル当たり 

１２，４００円 

公共汚水
桝 

移設費 
拡幅用地等に存する公共
汚水桝を当該拡幅用地等
と一体で利用していた敷

１箇所 １８，３００円 



地の一部に移設する費用 

水道管 移設費 
拡幅用地等に存する水道
管を拡幅整備に支障のな
い位置に移設する費用 

１メート
ル当たり 

４，６００円 

量水器 移設費 

拡幅用地等に存する量水
器を当該拡幅用地等と一
体で利用していた敷地の
一部に移設する費用 

１箇所 ３０，９００円 

ガス管 移設費 
拡幅用地等に存するガス
管を拡幅整備に支障のな
い位置に移設する費用 

１メート
ル当たり 

５，０００円 

２ 条例第８条第２項に規定する助成金 

工事の種別 内   容 単 位 金   額 

舗装工事費 
拡幅用地等における舗装工
事費用 

１平方メ
ートル当
たり 

３，１００円 

縁石設置費 
敷地と拡幅用地等の境界に
沿って当該敷地の一部に縁
石を設置する費用 

１メート
ル当たり 

４，３００円 

備考 

１ この表中「低木」とは、樹高０．５メートル以上１．０メートル未満の樹木をいう。 

２ この表中「中木」とは、樹高１．０メートル以上の樹木をいう。 

３ この表中「高木」とは、幹周１５センチメートル以上の樹木をいう。この場合において、

幹周は、樹木の地上１．２メートルの位置で測定するものとし、当該位置に枝節又はこぶ等

がある樹木については、これら枝節又はこぶ等の上下において測定したそれぞれの幹周の延

長を足して２で割った数とする。 

４ 助成金の額は、この表における単位当たりの金額に助成対象となる工事の延長若しくは面

積又は支障物件の数若しくは本数を乗じて得た額（小数点第３位以下の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）とする。 

５ 助成金の合計額及び奨励金の額に１，０００円未満の端数がある場合は、これを切り捨て

るものとする。 

６ 拡幅用地等に存する擁壁、塀、門、樹木その他これらに類するものと異なる種別のものを

設置した場合にあっては、実際に設置した当該異なる種別のものに係る移設費の額と、拡幅

用地等に存した擁壁、塀、門、樹木その他これらに類するものと同じ物件を設置したものと

してこの表に基づき算定した移設費の額とを比較して、いずれか少ない額を助成金の額とす

る。 


